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仕様書 

 

１ 業務名称 

令和８年度医療費のお知らせ作成等業務委託（概算契約） 

 

２ 履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

 

３ 予定数量 

年間 約 73,000 通（第１回：令和８年８月発行 第２回：令和９年２月発行） 

   ※予定数量は概数であり、増減することがある。 

 

４ 貸与品 

(1) 医療費のお知らせ CSV データ（CD-R 又は DVD-R） 

(2) 啓発文書作成用資料（原則データでの引渡） 

(3) 連絡票（別紙１） 

 

５ 貸与品の引渡予定日及び返還（提出）期限 

(1) 医療費のお知らせ CSV データ及び連絡票（別紙１） 

 引渡予定日 返還（提出）期限 

第１回 令和８年７月 31日（金） 令和８年８月 25日（火） 

第２回 令和９年１月 29 日（金） 令和９年２月 19日（金） 

(2) 啓発文書作成用資料 

受注者と協議のうえ決定する。 

 

６ 業務内容 

業務の流れについては、医療費のお知らせ等作成処理フロー（別紙２）を参照。 

(1) 医療費のお知らせ作成業務 

ア 用紙の作成・印刷業務 

     受注者は、医療費のお知らせレイアウト（別紙３）を見本に、読みやすさを考慮し、

本文レイアウト構成（文字サイズ、書体、装飾等のサイズ含む。）の体裁を整え、医療

費のお知らせを作成する。ただし、使用するイラストは、国内外における著作権関係法

令に抵触しないこと。 

また、医療費のお知らせレイアウト（別紙３）の内容は履行期間中に一部変更となる

場合があるが、発注者と協議のうえ変更すること。また、校正（色校正含む）は発注者

が３回以上行うこととし、原稿を確定する。 

なお、規格等については、次のとおりとする。 
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    (ｱ) サイズ・印刷 A4（縦型）用紙１枚・両面又は A3（横型）用紙１枚・片面 

（どちらもデータ量によっては複数枚） 

    (ｲ) 厚さ     厚口 

     (ｳ) 用紙色    別途指定 

    (ｴ) 刷色     ３色（データの印字は１色） 

    ※紙質等について、上記以外の用紙を使用する場合は、予め見本を提示し、発注者の承諾

を得ること。 

※古紙配合率・白色度等については、大阪市グリーン調達方針で定める基準を満たすこと。  

イ  データ処理業務 

発注者から貸与する医療費のお知らせ CSV データから、医療費のお知らせデータ編

集仕様書（別紙４）のとおり印書イメージデータを作成する。（医療費のお知らせ

CSV データのレイアウトは別紙５のとおり） 

また、出力コード別医療費のお知らせ発行数一覧表（別紙６）を作成する。 

ウ  データ印書業務 

上記イで作成された印書イメージデータを、上記アで印刷した用紙に印字する。た

だし、医療費のお知らせ CSV データの出力コードが「0」であるものは印書業務から除

く。 

(2) 再交付用 PDF データ作成業務 

ア PDF データ作成業務 

上記(1)イで作成された印書イメージデータにより再交付用 PDF データを作成する。 

※医療費のお知らせレイアウト（別紙３）の A4（縦型）表裏の PDF データを作成するこ

と。 

※PDF データ上で組合員番号等の項目により検索することが可能な形式であること。 

※PDF データの順番は、出力コード別医療費のお知らせ発行数一覧表（別紙６）の出力

順とする。 

※PDF ファイル名は、「納品日_医療費のお知らせ」とする。 

 （例）ｙｙｙｙｍｍｄｄ_医療費のお知らせ.pdf 

イ DVD-R に保存する業務 

上記アで作成した PDF データにパスワードを設定し受注者が用意する DVD-R に保存する。 

(3) 啓発文書作成業務 

発注者は、発行月の２か月前に、啓発文書作成用の資料（文章等の原案）を受注者に提

供する。資料は原則データで引渡しとするが、紙で提供する場合もある。 

受注者は、発注者が提供する啓発文書作成資料をもとに、デザイン、レイアウト、編集

のうえ啓発文書案を作成し、発注者が認めたものについて、その全てもしくは一部を使用

する。なお、イラストは国内外における著作権関係法令に抵触しないこと。 

また、校正（色校正含む）は発注者が３回以上行うこととし、原稿を確定する。 

なお、啓発文書の規格等については、次のとおりとする。 
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   ア サイズ・印刷 A4（縦型）用紙１枚・両面 

   イ 厚さ     厚口 

   ウ 用紙色    白 

   エ 刷色     カラー 

   ※紙質等について、上記以外の用紙を使用する場合は、予め見本を提示し、発注者の承諾を

得ること。 

※古紙配合率・白色度等については、大阪市グリーン調達方針で定める基準を満たすこと。   

(4) 窓あき封筒作成業務 

窓あき封筒作成仕様書（別紙７）のとおり作成、印刷及び加工する。 

(5) 封入・封緘 

上記(1）及び(3）で作成したものを巻き三つ折り（表面が外側）にしたうえで、所属コ

ード・組合員番号・組合員カナ氏名・受診者カナ氏名・一連ページが見えるように上記(4)

の窓あき封筒に封入・封緘する。 

(6) 仕分け・梱包 

上記（5）で封入・封緘したものを、医療費のお知らせ付帯業務について（別紙８）のと

おり仕分けし、梱包する。 

(7) 配送・納品 

上記（6）で仕分けし、梱包したものを、納入期限までに配送先一覧（別紙９）の指定箇

所に納品する。納品時に各配送先の受取人に受取証等に署名をもらい、配送完了後、発注

者に提出すること。受取証等の様式は特に定めない。納入期限までに複数日に分けて配送

することは可能とする。なお、配送先は令和８年４月以降に一部変更となる場合がある。 

上記（2）の再交付用 PDF データ（DVD-R）については、配送初日又は配送日までに発注

者へ納品すること。 

また、発注者が貸与する連絡票（別紙１）に必要事項を記載し、印字ミス等で使用できな

い帳票と共に発注者に提出すること。 

 

７ 業務委託による成果物 

(1) 医療費のお知らせ・啓発文書（紙） 

(2) 再交付用 PDF データ（DVD-R） 

(3) 出力コード別医療費のお知らせ発行数一覧表（別紙６）（紙・Excel データ） 

(4) 連絡票（別紙１） 

  ※費用は、全て受注者の負担とする。 

  ※別紙６の様式については、必要に応じ発注者と受注者で協議のうえ、一部変更することがで

きるものとする。 

 

８ 納入期限 

   第１回 令和８年８月 25 日 （火） 



4 

   第２回 令和９年２月 19 日 （金） 

   上記期限までに納品できるよう発注者と受注者で協議のうえ納品日を決定する。  

 

９ データの保管・削除 

受注者のシステム内に記録したデータの保管期間は履行期間と同様とし、保管期間経過後

は速やかに削除すること。 

 

10 業務委託料の支払い 

   本業務の予定数量は概数であり、貸与する医療費のお知らせ CSV データのデータ数により、

増減することがある。契約当初は概算数量で契約するが、後日数量を確定する。業務委託料の

確定は、概算契約の内訳明細の単価に履行期間内の実履行数量を乗じた金額に消費税及び地方

消費税相当額を加算して行う。 

また、受注者は、各回の履行確認後に検査に合格した場合、出来高部分に相応する業務委

託料について、契約書の手続きにより部分払いを請求することができる。 

 

11  留意事項 

(1) 業務委託に際して遵守すべきこと 

ア  個人情報保護について 

(ｱ) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が認定するプライバシーマーク制

度の認定を受けていること、もしくは JISQ27001 又は ISO/IEC27001 の認証を受けてい

ること。 

(ｲ) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が認定する  プライバシーマーク

の認定もしくは JISQ27001 又は ISO/IEC27001 の認証が取り消された場合は、直ちに発

注者に申し出ること。 

(ｳ) 本業務により知り得た内容は、一切外部へ口外しないこと。 

(ｴ) 個人情報の管理にあたっては、機密の保持について最大限の注意を払うこと。 

(ｵ) 個人情報の保管場所については、作業担当者以外は入室できないようにすること。 

イ  貸与品及び成果物の搬送について 

(ｱ) 発注者への搬入、搬出は、必ず受注者の正社員が立ち会うこと。 

(ｲ) 貸与品及び成果物の搬送の際には処理件数等を確認し、発注者が用意するデータ授

受簿に６（1）ウの件数、６（2）アの件数、受注者名の記名、担当者の押印等を行う

こと。 

(ｳ) 「４ 貸与品」（1）及び「７ 業務委託による成果物」（2）について、搬送は鍵

のかかる金属製ケースを使用し、必ず施錠すること。なお、鍵は発注者及び受注者で

各々1つずつ保管することとし、搬送の際には携帯しないこととする。また、金属製

ケースは受注者が用意すること。 
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(ｴ) 搬送にあたっては、機密保持について最大限の注意を払うと共に、慎重に取り扱い、

滅失、破損、水濡れ及び盗難その他事故がないよう適切な措置を講じること。 

(ｵ) 搬送にあたっては、事前に発注者まで連絡し、その指示に従うこと。なお、搬送に

かかる従事者について、データ搬入出届出書（別紙 10）を発注者に提出すること。 

(ｶ) 医療費のお知らせ等の搬送に使用する車両について、雨天時等による水漏れや搬送時

の散逸を防ぐ措置が講じられているとともに、荷室を必ず施錠すること。また、車両

の車高は基本的に 2.1ｍ以下とする。車高が 2.1ｍを超え 2.8ｍ以下の車両にて搬送

する場合は、発注者と事前に協議を行うこと。 

(ｷ) 搬送にかかる費用については、受注者の負担とする。 

ウ  作業場所及び保管について 

(ｱ) 受注者は、帳票等の引き取りを終えてから納品するまでの間は、総括責任者の管

理の下に、施錠できる保管庫へ施錠のうえ帳票等を保管又は入退室管理の可能な保

管室に格納する等、適正に管理すること。 

(ｲ) 本業務によって得られた各種データの管理は厳重に行い、内部の者でも容易に扱

えるコンピュータには保存しないこと。 

(ｳ) 本契約による作業以外での CSV データのコピー並びにファックス及びデータの電

子メールによる転送は一切行わないこと。 

(ｴ) データの無断使用及び第三者への提供を禁止すること。 

(ｵ) データの複写及び複製を禁止すること。 

(ｶ) ベリファイ等を行い、データの精度の確保には十分配慮すること。 

(ｷ) パート・臨時職員等に対しても機密保持及びデータ保護教育を十分に行うこと。 

(ｸ) その他データの適切な管理に努めること。 

エ  再委託について 

(ｱ) 業務委託契約書第 16 条第 1 項に規定する「主たる部分」とは次に掲げるものをい

い、受注者はこれを再委託することはできない。 

 ・委託業務における総合的企画、業務執行管理、業務の手法の決定及び技術的判

断等 

 ・本仕様書における「６ 業務内容」のうち（4）、（7）を除く各業務 

(ｲ)  受注者は、コピー、ワープロ、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再

委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 

(ｳ) 受注者は、上記(ｱ)及び(ｲ)に記載する業務以外の再委託にあたっては、書面によ

り発注者の承諾を得なければならない。 

(ｴ) 地方公務員等共済組合法施行規程第 30 条第１項第１号の規定に基づき、契約の性

質又は目的が競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務

においては、発注者は、上記(ｳ)に記載する承諾の申請があったときは、原則として

業務委託料の３分の１以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。

ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、
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又は、コンペ方式もしくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限り

ではない。 

(ｵ) 受注者は、業務を再委託及び再々委託等（以下「再委託等」という。）に付する

場合、書面により再委託等の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委

託等の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。 

なお、再委託等の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止

期間中の者、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けて

いる者であってはならない。 

また、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第 12条第３項に基づき、再委託等の相

手方が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を業務委託契約書第 16 条

第２項及び第 16条の２第２項に規定する書面とあわせて発注者に提出しなければ

ならない。 

(2) 業務開始時の確認事項 

ア  令和８年６月 26 日（金）までに医療費のお知らせ及び窓あき封筒、梱包箱用の記載内

容のテスト印刷を行い、見本を作成し、発注者の確認を受けること。 

イ  テストに係る費用は、受注者の負担とする。 

ウ  テストは同じ担当者及び責任者によって行うこと。 

エ  テストは仕様書に適合する正確な処理が行われるまで継続すること。 

オ  事前にデータ搬入出届出書（別紙 10）を提出すること。 

カ  事前に各回におけるスケジュール案を作成し、提出すること。   

(3)  立入検査について 

    立入検査を行う際は、次のとおり実施する。 

ア  受注者は、発注者が立入検査を必要と認めるときは、立入検査を受けること。 

イ  受注者は、発注者の立入検査に協力すること。 

ウ  立入検査の結果、受注者の業務処理状況が適切でないと認められる場合は、発注者は

受注者に対してその改善を求めることができる。 

(4)  事故等の対応について 

ア  本業務にかかる事故が発生した場合には、受注者は、至急発注者へ連絡のうえ、指示

に従って対策をとること。なお、発生原因・顛末等を書面により報告すること。 

イ  印字ミス等使用できない帳票が発生した場合、その理由を連絡票（別紙１）に記載し、

その帳票を提出すること。 

ウ  成果物に不具合が生じている場合、発注者は該当箇所にかかる業務委託料を支払わな

いものとする。 

(5)  その他 

ア  受注者は本業務にかかる業務体制を発注者に届け出ること。 

イ  仕様書に定めがない場合は、発注者と協議すること。 

ウ  受注者と協議を行ったうえで、必要に応じて本仕様書の内容を変更する場合がある。 
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また、この仕様書に疑義がある場合は、発注者まで問い合わせること。 

 

 

問合わせ先 

大阪市職員共済組合（保健医療係） 

大阪市北区中之島 1-3-20 

大阪市役所４階 

電話 06-6208-7597 



別紙１

　
　

引渡年月日

媒体

データ数

診療年月の範囲 令和　　年　　月　～　令和　　年　　月 

納品年月日

医療費のお知らせ・啓発
文書納品通数 通 （ 個口）

再交付用PDFデータ
納品通数 通 （DVD-R 枚）

破損等による再作成通数 通

再作成理由

附帯帳票 ○出力コード別医療費のお知らせ発行数一覧表（別紙6）

○納品書

受注者名 （担当　　　　　　）

連 絡 票

令和　　年　　月　　日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　年度第　　回大阪市職員共済組合　医療費のお知らせ



別紙2

医療費のお知らせ等作成処理フロー

月日

(N-2)月 上旬

・啓発文書作成用資料

〇

〇 校正の確認 ・校正（紙）

〇 校了

(N-1)月 末日

・医療費のお知らせデータ ○ 医療費のお知らせ作成

（CD-RまたはDVD-R） ・用紙の印刷業務

  ・連絡票（別紙１） ・データ処理業務

・データ印書業務

○ 窓あき封筒作成

○ 封入・封緘作業

○ 仕分け・梱包業務

N月納入期限まで

〇成果物の確認 ・医療費のお知らせ・啓発文書を同封した成果物

〇配送状況の確認 ・出力コード別医療費のお知らせ発行数一覧表（別紙6）

・連絡票（別紙1）

・印字ミス等で使用できない帳票

・医療費のお知らせデータ返納（CD-RまたはDVD-R）

・再交付用のPDFデータの成果物（DVD-R）

※

※ Ｎ月＝発送月（８・２月）

出力コード別医療費のお知らせ発行数一覧表（別紙
6）については、事前に発注者へデータも電子メール
にて送付すること。

啓発文書作成用資料をデザイン、レイアウト、編集し、
啓発文書を作成

・

・

・

・

大阪市職員共済組合 受注者

・

・

・

・

・

・

・

電子メール

にて送信



別紙3　　　

11700 - 01234567

キョウサイ　タロウ　　様 大阪市職員共済組合

〒530-8201

99999 大阪市北区中之島1丁目3番20号
ＴＥＬ 06-6208-7591～3

医療費のお知らせ

このお知らせは大切に保管してください。

このお知らせは、あなたとご家族（被扶養者）が、健康保険で診療を受けられたときの医療費の明細を記載しています。

診療に要した医療費は、組合員の皆様に毎月負担していただいている掛金等で支払われていますので、受診内容に誤り

がないか確認してください。

なお、このお知らせは年２回（８、２月）送付いたします。通知の内容等に疑問な点がありましたら記載の医療機関等ま

たは当共済組合までお問い合わせください。

医療費の明細は裏面をご覧ください

～医療費の流れ～
組合員（70歳未満）が受診し、総医療費が10,000円のときに、3,000円を窓口で支払った場合

大阪市職員共済組合

【医療保険者】

診療報酬支払基金

【審査支払機関】

医療機関等

上記のとおり、病院の窓口では3,000円しか払っていませんが、残りの7,000円は事業主の負担金と組合員の皆様に毎月

負担していただいている掛金等で支払われることとなりますので、医療費の適正化にご協力お願いします。

また、一つの病気で同時に複数医療機関の同一診療科にかかることは、重複受診となりますので控えましょう。

※このお知らせは、確定申告の医療費控除の添付書類として使用できますが、医療費助成制度該当者や柔道整復師の施

術を受けた場合等、金額や医療機関名等が正しく表示されない場合があります。

その際は、申告者が補完記入することで対応が可能となりますが、補完記入した欄に対応する医療費の領収書に

ついては、従来どおり5年間の保存が必要となります。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

①診療を行う

（総医療費10,000円）

②自己負担額

3,000円を支払う

（総医療費の３割分）

⑦⑤の請求に基づき

自己負担額が高額に

なったとき給付金を支払う

毎月、掛金を支払う

④診療内容を審査のうえ

共済組合負担額

③共済組合負担額

7,000円を請求する

（総医療費の７割分）

⑤診療内容を審査し

共済組合負担額

7,000円を請求する

⑥請求された

共済組合負担額

7,000円を支払う

組合員 地方公共団体

【事業主】

毎月、負担金を

納付する

医療費の削減・適正化のため、ジェネリック医薬品のご活用をお願いします。



別紙3　　　
令和○年○月～令和○年○月診療分

共済組合が医療 あなたが窓口で

機関等に支払う額 支払った額

ｷｮｳｻｲ　ﾀﾛｳ 　00-00 31 入院 1,000,000 700,000 300,000 62,400 212,570 25,030

ｷｮｳｻｲ　ｼﾞﾛｳ 　00-00 10 外来 268,800 188,160 500 0 0 500

ｷｮｳｻｲ　ｼﾞﾛｳ 　00-00 10 調剤 1,000 ★★★★★★★★ ★★★★★★★★ ★★★★★★★★

ｷｮｳｻｲ　ﾊﾅｺ 　00-00 10 外来 268,800 188,160 80,640 55,100 522 25,018

★★★★★★★★★★★★★★★★

大阪□□センター

共済組合薬局 医療費助成該当

大阪××病院

このお知らせは大切に保管してください。

医　療　機　関　等　名

医療費総額

医 療 費 の 内 訳 共済からの給付金

実質負担額
受診者氏名 受診年月 日数 受診区分 附加給付額 高額療養費

大阪市立○○病院

※表示期間前の診療分が含まれていることがあります。

※医療費助成制度該当者及び柔道整復師の施術を受けた場合等については、金額が正しく表示されないまたは医療

機関名等記載されないものがあります。

※医療機関から請求等が遅れたことにより、以前に通知した明細と調整した結果、共済からの給付金欄がマイナス表示

となる場合があります。

※審査支払機関の審査による医療費の変更や医療機関等の支払窓口での端数整理等もあるため、窓口で支払った金

額と表示金額が一致しない場合があります。

医療費助成制度の医療証をお持ちの方はご連絡を！！
お住まいの市町村が発行する、次の医療証をお持ちの方は、当共済組合にご連絡ください。

・乳幼児医療費助成制度（こども医療費助成制度） ・老人医療費助成制度

・重度障がい者医療費助成制度 ・その他、各市町村で実施している医療費助成制度

・ひとり親家庭医療費助成制度

大阪府・兵庫県・和歌山県・滋賀県にお住まいの方は医療費助成制度に該当している場合、レセプト（診療報酬明細書）に記

載されるようになっていますので、当共済組合への連絡は不要です。

奈良県にお住まいの方についても、当共済組合へのご連絡は不要ですが、高額療養費が発生する場合は、お住まいの自治

体からも重複して支給される場合がありますので、その際は、お住まいの自治体とご調整ください。

京都府・その他の地域にお住まいの方は医療費助成制度に該当している場合、必ず当共済組合へご連絡ください。

柔道整復師等の正しいかかり方
整骨院等は「保険医療機関」ではないため、病院の治療と同じように健康保険が適用されるわけではありません。整骨院等で

健康保険が適用されるのは、負傷原因が明らかで慢性に至っていない、外傷性の負傷などに限られており、単なる肩こり、慢性

的な腰痛やスポーツによる筋肉痛で整骨院等に行かれるときは健康保険は適用されず、全額自己負担となります。
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別紙6
出力コード別医療費のお知らせ発行数一覧表（再交付用のPDFデータ含む）
出力コード 所属名 通数  梱包箱番号 梱包種別 出力コードごとの梱包数 納品日

0 任意継続
1000 市会事務局 ～
2000 行政委員会事務局 ～
3000 教育委員会事務局 ～
4000 デジタル統括室 ～
7000 副首都推進局 ～
8000 市政改革室 ～
10000 政策企画室 ～
11000 総務局 ～
14000 市民局 ～
15000 危機管理室 ～
16000 契約管財局 ～
17000 財政局 ～
18000 計画調整局 ～
19000 財政局 ～
20000 福祉局 ～
21000 弘済院 ～
22000 経済戦略局 ～
24000 中央卸売市場 ～
25000 南港市場 ～
26000 こども青少年局 ～
27000 こども青少年局 ～
28000 こども青少年局 ～
30000 健康局 ～
31000 環境局 ～
32000 大阪市民病院機構 ～
33000 建設局 ～
34000 建設局 ～
36000 大阪港湾局 ～
37000 建設局 ～
38000 都市整備局 ～
39000 会計室 ～
43000 都市交通局 ～
45000 万博推進局 ～
51000 北区役所 ～
52000 都島区役所 ～
53000 福島区役所 ～
54000 此花区役所 ～
55000 中央区役所 ～
56000 西区役所 ～
57000 港区役所 ～
58000 大正区役所 ～
59000 天王寺区役所 ～
61000 浪速区役所 ～
63000 西淀川区役所 ～
64000 淀川区役所 ～
65000 東淀川区役所 ～
66000 東成区役所 ～
67000 生野区役所 ～
68000 旭区役所 ～
69000 城東区役所 ～
70000 鶴見区役所 ～
71000 阿倍野区役所 ～
72000 住之江区役所 ～
73000 住吉区役所 ～
74000 東住吉区役所 ～
75000 平野区役所 ～
76000 西成区役所 ～
80000 消防局 ～
89000 大阪市職員共済組合 ～

90000
建設局気付 地方独立行政法人天王
寺動物園

～

91000
経済戦略局分室文化課博物館支援
担当気付博物館機構事務局

～

93000 水道局 ～
95000 水防事務組合 ～
97000 大阪市民病院機構 ～
98000 環境局気付大阪広域環境施設組合 ～

※令和8年4月1日以降、出力コード、所属名は変更になることがあります。

ページ範囲
再交付用のPDFデータのみ作成

合計－出力コード「0」の件数（印書通数）

合計（再交付用ＰＤＦデータ件数）



別紙6（記入例）

通　数
梱包箱
番号

梱包種別
出力コードごと

の梱包数
納品日

100

100 1 ～ 100　 1　 箱小 1　

100 101 ～ 200　 2　 箱小 1　

600 201 ～ 800　 3　 箱大 1　

100 801 ～ 900　 4　 箱小 1　

100 901 ～ 1,000　 5　 箱小 1　

700 1,001 ～ 1,700　 6　 箱大 1　

500 1,701 ～ 2,200　 7　 箱中 1　

700 2,201 ～ 2,900　 8　 箱大

700 2,901 ～ 3,600　 9　 箱大

700 3,601 ～ 4,300　 10　 箱大

100 4,301 ～ 4,400　 11　 箱小 1　

100 4,501 ～ 4,600　 12　 箱小 1　

100 4,601 ～ 4,700　 13　 箱小 1　

700 4,701 ～ 5,400　 14　 箱大

700 5,401 ～ 6,100　 15　 箱大

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

大阪市民病院機構 ～

～

～

～

～

～

～

36000 大阪港湾局

39000 会計室

37000 建設局

38000 都市整備局

28000 こども青少年局

建設局

34000 建設局

32000

33000

30000 健康局

31000 環境局

26000 こども青少年局

27000 こども青少年局

21000 弘済院

22000 経済戦略局

24000 中央卸売市場

25000 南港市場

17000 財政局

14000 市民局

15000 危機管理室

契約管財局

18000 計画調整局

19000 財政局

20000 福祉局

出力コード別医療費のお知らせ発行数一覧表

2000 行政委員会事務局

3000

2　

3　10000 政策企画室

10000 政策企画室

11000 総務局

16000 契約管財局

政策企画室

16000

ページ範囲

1000 市会事務局

0 任意継続 再交付用のPDFデータのみ作成

8000 市政改革室

10000

出力コード 所属名

教育委員会事務局

8000 市政改革室

4000

7000

デジタル統括室

副首都推進局

梱包番号は連番にしてください。

１つの所属を複数

の箱に梱包する

場合は、必要に応

じて行を追加して

１つの所属を複

数の箱に梱包

する場合、梱包

種別ごとに梱包

数を記載してく

ださい。



別紙７

1 規格・紙質等

（1） サイズ 長形3号、洋形0号封筒を想定

（2） 厚さ 内容物が透けない程度

（3） 用紙色 クラフト

（4） 刷色 2色

※ 古紙配合率・白色度等については、大阪市グリーン調達方針で定める基準を満たすこと。

2 作成・校正要領

3 その他

（1） 封緘した状態で納品すること。

（2） この仕様書に疑義がある場合は、発注者まで問い合わせること。

【窓あき封筒レイアウト】※洋形封筒の場合

「医療費のお知らせ在中」　このお知らせは大切に保管してください。

〒530-8201　 保健医療係
大阪市北区中之島1-3-20（大阪市役所内） 06-6208-7591～3

※

窓あき封筒作成仕様書

窓あき部分から所属コード・組合員番号・組合員カナ氏名・受診者カナ氏名・一連ページがみえるよ
うに、窓あき部分のサイズを調整すること。

大 阪 市 職 員 共 済 組 合

　受注者は、下記の「窓あき封筒レイアウト」を見本に作成し、発注者の校正のうえ、内容を確定させ
る。
　二次元コードは、発注者から提供するURLから受注者が作成し、配置する。
　レイアウトは契約締結後、一部変更となる場合がある。

ま ど

親展

二次元

コード

大阪市職員共済組合

HPはこちら

限度額適用認定証不要で自己負担限度額までの支払いになる！

医療機関等の受診は

マイナ保険証をご利用ください！

マイナ保険証について詳しくは

厚生労働省ホームページをご確認ください。
二次元

コード

スマートフォンはこちら



別紙８

1

2

(1) 梱包数の多い所属　【図1】

(2) 梱包数が一つの所属　【図2】

※

※

3

4

【図1】

【図2】

　段ボール箱に、封筒の窓あき部分が見えるように立てて梱包すること。また、段ボール箱のサイズについては幅
40ｃｍ×奥行27ｃｍ×高さ28ｃｍ以内とすること。

医療費のお知らせ付帯業務について

　梱包物には空きスペースをなくし、そのまま郵便物として使用できる状態で納品すること。

　出力コード・所属コード・組合員番号順に出力された「医療費のお知らせ」を、この順序のまま、所属コードごと
に輪ゴム等で結束する。

　上記１で所属コードごとに結束した「医療費のお知らせ」を、「出力コード別医療費のお知らせ発行数一覧表(別
紙６)」の出力コードごとに次のとおり梱包する。

段ボール箱に梱包のうえ、外側に出力コード、所属名（別紙6参照）、梱包箱番号（別紙6参照）、及び「大阪
市職員共済組合」を記載する。なお、1つの所属を複数の箱に梱包する場合は、〇箱あるうちの〇個目かも
併せて記載する。

段ボール箱の中身の大部分が空きスペースとなる場合は、段ボールを紙袋に変更しても差支えない。

段ボール箱に梱包のうえ、外側に出力コード、所属名（別紙6参照）、梱包箱番号（別紙6参照）、及び「大阪
市職員共済組合」を記載する。

段ボール箱に記載する所属名は、できる限り大きな字で表記する。

16000
契約管財局 御中

大阪市職員共済組合

№15

１/２

出力コードを記載する。

A5サイズ程度を想定

11000
総務局 御中

大阪市職員共済組合

№11

１/１

梱包箱番号を記載する。

出力コードを記載する。

A5サイズ程度を想定
1所属で箱が1つの場合は、上記の

とおり記載する。

1所属で箱が複数に分かれる場合、

〇箱ある箱のうち、〇個目と記載す

る。
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成
区

大
今

里
西

2
-
8
-
4

06
-
69

77
-
96

25
総

務
課

2
3

6
7

生
野

区
役

所
5
4
4
-
8
5
0
1

大
阪

市
生

野
区

勝
山

南
3
-
1
-
1
9

0
6
-
6
7
1
5
-
9
0
0
2

企
画

総
務

課
2
4

6
8

旭
区

役
所

5
3
5
-
8
5
0
1

大
阪

市
旭

区
大

宮
1
-
1
-
1
7

0
6
-
6
9
5
7
-
9
6
2
5

総
務

課
2
5

6
9

城
東

区
役

所
5
3
6
-
8
5
1
0

大
阪

市
城

東
区

中
央

3
-
5
-
4
5

06
-
69

30
-
96

25
総

務
課

2
6

7
0

鶴
見

区
役

所
5
3
8
-
8
5
1
0

大
阪

市
鶴

見
区

横
堤

5
-
4
-
1
9

0
6
-
6
9
1
5
-
9
6
2
5

総
務

課
2
7

7
1

阿
倍

野
区

役
所

5
4
5
-
8
5
0
1

大
阪

市
阿

倍
野

区
文

の
里

1
-
1
-
4
0

0
6
-
6
6
2
2
-
9
6
2
5

総
務

課
（
総

務
）

2
8

7
2

住
之

江
区

役
所

5
5
9
-
8
6
0
1

大
阪

市
住

之
江

区
御

崎
3
-
1
-
1
7

0
6
-
6
6
8
2
-
9
6
2
5

総
務

課
2
9

7
3

住
吉

区
役

所
5
5
8
-
8
5
0
1

大
阪

市
住

吉
区

南
住

吉
3
-
1
5
-
5
5

0
6
-
6
6
9
4
-
9
6
2
5

総
務

課
3
0

7
4

東
住

吉
区

役
所

5
4
6
-
8
5
0
1

大
阪

市
東

住
吉

区
東

田
辺

1
-
1
3
-
4

06
-
43

99
-
96

25
総

務
課

3
1

7
5

平
野

区
役

所
5
4
7
-
8
5
8
0

大
阪

市
平

野
区

背
戸

口
3
-
8
-
1
9

0
6
-
4
3
0
2
-
9
9
1
3

総
務

課
3
2

7
6

西
成

区
役

所
5
5
7
-
8
5
0
1

大
阪

市
西

成
区

岸
里

1
-
5
-
2
0

0
6
-
6
6
5
9
-
9
9
5
8

総
務

課
3
3

8
0

消
防

局
5
5
0
-
8
5
6
6

大
阪

市
西

区
九

条
南

1
-
1
2
-
5
4
 4

階
0
6
-
4
3
9
3
-
6
0
8
6

企
画

部
人

事
課

3
4

9
0

地
方

独
立

行
政

法
人

天
王

寺
動

物
園

5
4
3
-
0
0
6
3

大
阪

市
天

王
寺

区
茶

臼
山

町
1
-
1
0
8
 地

方
独

立
行

政
法

人
天

王
寺

動
物

園
0
6
-
6
7
7
1
-
2
1
5
0

総
務

課
3
5

9
1

地
方

独
立

行
政

法
人

大
阪

市
博

物
館

機
構

5
4
0
-
0
0
0
8

大
阪

市
中

央
区

大
手

前
4
-
1
-
3
2

0
6
-
6
9
4
0
-
4
3
3
0

事
務

局
総

務
課

3
6

9
3

水
道

局
5
5
9
-
8
5
5
8

住
之

江
区

南
港

北
2
－

1
－

1
0
　

Ａ
Ｔ

Ｃ
ビ

ル
ＩＴ

Ｍ
棟

9
階

0
6
-
6
6
1
6
-
5
4
2
0

職
員

課
3
7

3
2
 9

7
地

方
独

立
行

政
法

人
大

阪
市

民
病

院
機

構
5
3
4
-
0
0
2
1

大
阪

市
都

島
区

都
島

本
通

2
-
1
3
-
2
2
　

大
阪

市
立

総
合

医
療

セ
ン

タ
ー

4
階

0
6
-
6
9
2
9
-
3
6
8
5

総
務

課
（
厚

生
）

3
8

9
8

大
阪

広
域

環
境

施
設

組
合

5
4
5
-
0
0
5
2

大
阪

市
阿

倍
野

区
阿

倍
野

筋
1
-
5
-
1
 あ

べ
の

ル
シ

ア
ス

1
2
階

06
-
66

30
-
33

54
総

務
課

1
市

会
事

務
局

2
行

政
委

員
会

事
務

局
3

教
育

委
員

会
事

務
局

4
デ

ジ
タ

ル
統

括
室

7
副

首
都

推
進

局
8

市
政

改
革

室
1
0

政
策

企
画

室
1
1

総
務

局
1
4

市
民

局
1
5

危
機

管
理

室
1
7
　

1
9

財
政

局
1
8

計
画

調
整

局
2
0

福
祉

局
2
1

弘
済

院
2
6
　

2
7
　

2
8

こ
ど

も
青

少
年

局
3
0

健
康

局
3
8

都
市

整
備

局
3
9

会
計

室
4
3

都
市

交
通

局
8
9

大
阪

市
職

員
共

済
組

合
9
5

水
防

事
務

組
合

3
9

5
3
0
-
8
2
0
1

大
阪

市
北

区
中

之
島

1
-
3
-
2
0
　

大
阪

市
役

所
4
階

0
6
-
6
2
0
8
-
7
5
9
2

大
阪

市
職

員
共

済
組

合
保

健
医

療
係



別紙10

大阪市職員共済組合理事長　様

住所または事務所所在地

商号または名称

印

代表者氏名

□ 帳票納品業務（廃棄帳票の引き取りも含む）

□ 電子媒体搬出業務（使用済み媒体の返却も含む）

写真

（上半身・脱帽）

データ搬入出届出書

　次の業務に関わって搬入出作業を行う者について、届出いたします。

令和 　 年 　月　 日

記

氏　　名



  

大阪市職員共済組合の個人情報保護に係る取扱注意事項 

 

（個人情報等の保護に関する受注者の責務） 

第１条 大阪市職員共済組合（以下「発注者」という。）とこの契約を締結するもの（以下「受

注者」という。）は、この契約の履行にあたって、個人情報（個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）第２条１項に定める個人情報及び行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第２条第８項に

定める特定個人情報をいうが、個人は生存するものに限らない。以下同じ。）及び業務に

係るすべてのデータ（以下「個人情報等」という。）を取り扱う場合は、発注者の組合員及

び被扶養者（以下「組合員等」という。）の個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律等関係法令、並びに大阪市職員共済組合個人情報保護規程

（以下「保護規程」という。）の趣旨を踏まえ、発注者ないしは受注者の事業分野に関する

関係法令、発注者ないしは受注者の事業分野を所管する主務大臣等が策定する指針・ガイ

ドライン及び大阪市職員共済組合の個人情報に係る取扱注意事項（以下「注意事項」とい

う。）の各条項を遵守し、その漏えい、滅失又はき損等の防止、その他個人情報等の保護

のために必要かつ適切な体制の整備及び措置を講じなければならない。  

２ 受注者は、自己の業務従事者その他関係人に個人情報等を取り扱わせるに当たっては、

在職中及び退職後において、その業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならな

いこと、及びこの契約の目的以外に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し

必要な事項を周知し、前項の義務を遵守させるための措置を講じるとともに、必要かつ適

切な監督を行わなければならない。 

 

（個人情報等の管理業務） 

第２条 受注者は、以下の個人情報等（以下「本件個人情報等」という。）を善良な管理者

の注意をもって管理し、発注者の事前の書面による承諾なしに他に開示または漏らしては

ならない。この契約が終了した後（契約解除の場合を含む。以下の条項についても同じ。）

においても同様とする。 

  ① 発注者から提供された個人情報等 

  ② この契約の履行にあたって受注者が取得した個人情報等 

  ③ この契約の目的物の作成のために受注者の保有する個人情報等 

２ 受注者は、発注者から提供された資料等、貸与品等及び契約目的物の作成のために受注

者の保有する記録媒体（磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記

録媒体等」という。）上に保有するすべて個人情報等の授受・搬送・保管･廃棄等について、

管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況等を記録するなど適正に管理しなけ

ればならない。 

３ 受注者は、前項の記録媒体等を施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管

室に格納する等、適正に管理しなければならない。 

４ 受注者は、本件個人情報等へのアクセスを委託業務の履行に必要最小限の従業員に限っ

て認めるものとする。受注者は、アクセス権限を有しない者が、当該本件個人情報等へア

クセスできないよう適切な措置を講じる。 



  

５ 受注者は、本件個人情報等及び第２項の記録媒体等について、第１項の記録媒体等につ

いて、発注者の指示に従い廃棄・消去又は返還等を完了した際には、その旨を文書により

発注者に報告するなど、適切な対応をとらなければならない。 

６ 受注者は、委託業務の履行にあたり取り扱う個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等に

ついて、作業場所、作業監督責任者、バックアップデータの管理方法・保管期間、個人情

報等の移送・通信方法、消去・廃棄手続などの取扱状況を発注者に報告するものとする。

受注者は、業務委託契約の有効期間中、発注者の求めがあるときは、発注者に個人情報等

の取扱状況を報告するものとし、さらに受注者は、個人情報等の取扱状況について重大な

変更を行った場合には、その都度遅滞なく発注者に報告するものとする。 

７ 第１項及び第２項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者

は受注者に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況が適切

であると認めるまで委託作業を中止させることができる。 

 

（再委託の禁止） 

第３条 受注者は、個人情報等の内容を伴う委託業務の処理を第三者に委託（以下「再委託」

という。）し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の文書による事前の承諾を得

た場合は、この限りではない。 

２ 受注者は、前項ただし書きに基づき再委託する場合、受注者の責任において、個人情報

等の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対し、注意事項の各条項を遵守さるとと

もに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

３ 再委託先が、個人情報等を漏洩するなど注意条項の各条項に違反した場合には、受注者

が注意条項に違反したものとして、発注者に対して責任を負うものとする。 

 

（目的外使用の禁止） 

第４条 受注者は、本件個人情報等、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を、委託業

務の履行の目的のみに利用し、他の用途に使用してはならない。 

 

（外部持出しの禁止） 

第５条 受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及びを記録媒体等上の個人情

報等の外部持ち出しを禁止する。 

 

（複写複製の禁止） 

第６条 受注者は、業務を行うための本件個人情報等、記録媒体等及びを記録媒体等上の個

人情報等を複写、複製、加工または改竄してはならない。ただし、発注者より文書による

事前の同意を得た場合はこの限りではない。 

２ 前項ただし書きに基づき作成された複写複製物の管理については、第２条を準用する。 

 

（事故発生時における報告義務） 

第７条 受注者は、この契約に係る個人情報等に漏洩等の事故が生じ、又は生じるおそれが

あることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。

また、受注者は、自己の費用をもって、直ちに当該指示に従った対応を行う。 

２ 受注者は、速やかに応急措置を加え、遅滞なく書面による詳細な報告及び対応策を発注



  

者に提示する。当該対応策のための費用は、受注者の負担とする。 

３ 受注者は、発注者が当該書面その他の報告内容を公表し、または影響を受ける可能性の

ある本人、発注者の事業を所管する主務大臣その他の関係者に報告することを、予め承諾

する。 

４ 本人からの苦情または損害賠償請求その他の請求を受けた場合には、受注者は、発注者

の事前の書面による承諾を得た上で、その責任と費用負担でこれに対応するものとする。  

 

（個人情報等の保護状況に係る立入検査の実施） 

第８条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者及び再委託先の個人情報等の保護状

況について報告書その他の資料の提出を求めることができ、また、受注者及び再委託先に

立入検査を実施することができる。 

２ 受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。 

３ 第 1 項の立入検査の結果、受注者または再委託先の個人情報等の保護状況が適切でない

と認められる場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者及び再委

託先が個人情報等を適切に保護していると認められるまで、作業を中止させることができ

る。 

 

（委託業務完了時の義務） 

第９条 受注者は、この契約に基づく委託業務が完了したとき、この契約が終了したとき、

もしくは委託業務の完了前やこの契約の終了前であっても以後保持する必要が無くなった

ときは、ただちに委託業務に関連して取得した本件個人情報等の記録媒体及び記録媒体等

（写し又は複製物を含む。）を発注者の指示に従い廃棄・消去又は返還等するものとする。 

 

（契約解除措置及び損害賠償の請求） 

第 10 条 発注者は、受注者が注意事項に違反していると認めたときは、この契約を解除する

ことができる。 

２ 前項に基づくこの契約の解除、又は受注者の注意事項の違反に伴い、発注者に損害が生

じた場合は、発注者は受注者に対してその損害賠償（合理的な調査費用及び弁護士費用を

含む。）を請求することができる。 

３ 前項の損害賠償の請求規定は、この契約終了後も同様とする。 

 

（存続） 

第 11 条 注意条項は、この契約が効力を失った後も引き続き効力を有するものとする。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特記仕様書 

 

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又

は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに大阪市職員共済組合庶務係（連

絡先：06-6208-7541）に報告しなければならない。 

 

暴力団等の排除に関する特記仕様書 

 

１ 暴力団等の排除について     
(1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）は、 

  大阪市暴力団排除条例（平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。）第 2 条第 2 

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3 号に規定する暴力団密接 

関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契約、資材・ 

原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 

(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、暴 

力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入 

契約又はその他の契約をさせてはならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる 

者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除さ 

せなければならない。  

(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めら 

れる者から条例第 9 条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、 

速やかに、大阪市職員共済組合事務局次長へ報告するとともに、警察への届出を行わなけ 

ればならない。 

また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者 

から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに大阪市職員共済組合事務 

局次長へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく発注者に対し前号に規定する報告をしなかっ 

たと認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による 

停止措置を行うことがある。 

(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、発注者が行う調査並びに警察が行う捜査 

に協力しなければならない。 

(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの 

不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行 

日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じること 

とする。 

 

２ 誓約書の提出について 

    受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明 

した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこ 

の限りでない。 

 



 

 

 

内訳明細書 
 

名称：令和８年度医療費のお知らせ作成等業務委託（概算契約） 

 

 

内容 

【仕様書「６ 業務内容」対応項目】 
予定数量 単価 金額 

医療費のお知らせ作成業務 

用紙の作成・印刷業務 

【(1)ア】 

73,000 通 円 円 

医療費のお知らせ作成業務 

データ処理業務 

【(1)イ】 

一式 

（２回） 
円 円 

医療費のお知らせ作成業務 

データ印書業務 

【(1)ウ】 

73,000 通 円 円 

再交付用 PDF データ作成業務 

【(2)】 

一式 

（２回） 
円 円 

啓発文書作成業務 

【(3)】 
73,000 通 円 円 

窓あき封筒作成業務 

【(4)】 
73,000 通 円 円 

封入・封緘 

【(5)】 
73,000 通 円 円 

仕分け・梱包・配送・納品 

【(6)(7)】 

一式 

（２回） 
円 円 

小 計 円 

消費税等 円 

合 計 円 


